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令和７年 産炭地域振興・ＧＸ推進・エネルギー調査特別委員会 開催状況 

開催年月日 令和７年９月８日（月）  
質  問 者 民主・道民連合 高橋 亨 委員  
答 弁 者 経済部長、資源エネルギー局長、 

                                資源エネルギー課長、 
                                 エネルギー政策担当課長   

質    問    要    旨 答    弁    要    旨 

一 泊発電所について 
（高橋委員） 
先般の委員会で、住民説明会の開催について市橋委

員が質問いたしましたけれども、常に先行県の事例を
参考にしながらという、そういう言葉が出てきている
わけでございます。 
先行県と北海道は、置かれた地理的条件、積雪・寒

冷、広域・分散、生活圏、行政施策上の課題、そして
産業構造、避難に関わるインフラ、原発の加圧、沸水
の違い、電気料金、道民性など、他県とは違う要素が
あるわけであります。それを考慮せず同様と認識され
ているようですけれども、北海道は独自の特徴を備え
ているということを念頭にお答えいただきたいとい
うふうに思います。また、仮に今日の質問の中で同じ
く先行県を参考にしながらという、そういう言葉が出
てきたら、どこが同じだという再質問をいたしますの
で、なるべく先行県と同じという理屈づけの方もきち
っと皆さんにしていただきたいというふうに思いま
す。 

 

 

（一）道が行う住民説明会の目的 
（高橋委員） 
先般から始まった北電の住民説明会ですけれども、

これまで北電が主張してきました経済産業構造の変
化に伴う、つまりラピダスやデータセンターなど電気
需要の増大に関わる説明、また、規制委が規制基準を
クリアしたことで安全であるというお墨付きの説明、
運転や維持管理には万全を尽くすという説明という
ものだったのではないかと思います。 
さて、先日の特別委員会に提出された資料、また、

質疑を聞いても、道主催の住民説明会が何を目的に、
どのような説明会にしようと考えられているのか意
図が全く明らかではありませんでした。 
北電の説明会と遜色がないのであれば単なる二番

煎じ、道によるアリバイ作りでしかないというふうに
思うわけであります。 
本来、事業者が行う説明会と行政が行う説明会とで

は、自ずと性質が違うものでなければなりません。そ
こでお聞きしますが、道は、今回行おうとしている住
民説明会の目的を何処に置いているのでしょうか。 

 

 
（エネルギー政策担当課長） 
 道主催の住民説明会についてでありますが、泊発電所
３号機につきましては、原子力規制委員会による原子炉
設置変更許可及び国からの再稼働に向けた政府方針の
説明、いわゆる理解要請が行われたところであり、これ
を受けて、道では、泊発電所より概ね５キロメートルを
目安とする予防的防護措置を準備する区域、いわゆるＰ
ＡＺ及び概ね３０キロメートルを目安とする緊急防護
措置を準備する区域、いわゆるＵＰＺを含む後志総合振
興局管内での住民説明会を開催するものでございます。 
 道としては、泊発電所の安全対策や防災対策などのほ
か、原子力発電のエネルギー政策上の位置づけや必要
性、安全性などについて、国や北電から説明いただいた
上で、住民の皆様からの意見や質問を受け付けたいと考
えております。 
 また、道としては、道民の皆様への説明をより丁寧に
対応する必要があると考えており、全道６圏域で住民説
明会の開催について、引き続き、検討を進めてまいりま
す。 
 

（一）‐再 道が行う住民説明会の目的 
（高橋委員） 
 今のご答弁にありましたけれども、お話を聞いてい
ると、前回も住民から質問や意見を受け付けたわけで
ございます。今回も、どちらかというと北電、それか
らエネ庁など国の所管するところ、要は推進側が北電
に応援団として来るということしか考えられないで
すね。 
本来であれば、行政が開く住民説明会というのは、

中立の立場で行わなければならない、というふうに思
うわけでございます。これは以前にもお話をしていた
かも分かりませんけれども、当然のことながら、慎重
な意見をもっている方、その中の市民団体の方々の意
見やさらには活断層等についても、専門の知識をもっ 

 
（エネルギー政策担当課長） 
 道の説明会についてでありますが、泊発電所３号機に
つきましては、原子力規制委員会による原子炉設置変更
許可及び国からの再稼働に向けた政府方針の説明、いわ
ゆる理解要請が行われたところであり、この理解要請に
おきまして、国からは道をはじめ、皆様の理解を得られ
るよう国が全面に立ち、しっかりと説明等に取り組んで
いくとの説明があったところでございます。 
 原発は安全性の確保が大前提であり、安全性や必要性
については、エネルギー政策に責任をもつ国が丁寧に説
明をし、道民の皆様の理解と信頼を得ていくことが重要
です。 
このため、道としては、泊発電所の再稼働の判断に向 
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質    問    要    旨 答    弁    要    旨 

ている方、この方々も来ていただいて、双方の立場か
ら意見を聞く。その双方の立場から聞いた意見を住民
の方々がどう判断するかというのが、行政が行う説明
会であるというふうに思っているわけでございます。
住民の疑問、不安にですね、その解消に努めるべく、
住民説明会でなければならないというふうに思って
います。今、道民への説明をより丁寧に行うというふ
うにお答えでございましたけれども、より丁寧に行う
ということは、そういうことではないのかなというふ
うに思っておりますが、道はいかがお考えでしょう
か。 
 

けまして、国や事業者が住民の皆様に直接説明する場と
して住民説明会を開催することとし、その中で説明に対
する住民の皆様からの意見や質問を伺いたいと考えて
おります。 

（二）説明会が北電と政府という推進側が主体と
なる 
という意義 

（高橋委員） 
ですから、それは北電が主催で行う住民説明会と同

じだと思います。 
さらに悪いのは、今度、道が主催でやるというこの

住民説明会、国の関係機関が入って来て、その必要性
をさらに訴えていくということですから、北電の説明
会より行政の開いた説明会が、より推進的な立場の方
々を多く集めて住民の方々に話をするということで
ございますから、これはちょっとやっぱり中立な立場
というふうに私は、当然、思えないわけであります。 
誰がどのような説明をし、住民から意見をいただく

のかなど、その運営の内容が定かではないわけであり
ます。行政が行う説明会は、先ほど言ったようなこと
が本来であれば必要であるというふうに思っており
ます。 
推進派、そして慎重派、あるいは反対派の方々から

それぞれ意見があって、その意見を述べた方々が討論
をしてお互いに質問をしていく。それを聞いて住民説
明会に参加された方々がその中でどう判断をしてい
くかということなのだろうなというふうに思ってい
るわけでございます。 
当然、北電は、再稼働後の電気代の値下げも大々的

に主張しておりますから、概算でもその率について話
すべきだというふうに思っております。 
これも賛成、反対に大きな影響を与えるものだと思

っておりますので、この住民説明会が北電の後の、こ
の道の主催の住民説明会が最後だとすれば、当然のこ
とながら、その説明会で住民の方々は一定の判断をし
ていかなければならないということになりますから、
当然そのことも北電の方から出して行くべきだとい
うふうに思うわけでございます。さらに、道は、原子
力防災計画の避難計画について、避難所の陽圧施設の
問題やバスの必要台数が確実に準備できるかなどで
すね、さらに、先般のカムチャッカ沖地震の時に起き
ましたリアル避難の課題、これらについてもその対
策、さらには再稼働後の原発事故や自然災害との複合
災害にあてはめて説明しなければならないというふ
うに思っているわけでございます。 
その後、会場から意見や質問を受け付けて、入場時

にアンケート用紙をお渡ししていただきたいという
ふうに思います。そのアンケート用紙を最後に回収を
する。それには、当然簡素にしながら再稼働に賛成、
どちらかといえば賛成、さらには、どちらかといえば
反対、再稼働に反対、そしてどちらともいえない、と
いうような選択肢を作る。できれば、意見もその中に
書けるような形でアンケートを回収できれば、道民の
不安がつかめるのではないかなというふうに思って

 
 
（資源エネルギー局長） 
 住民説明会の詳細についてでございますが、道では、
泊発電所の再稼働の判断に向け、住民の皆様を対象に国
や事業者が説明する場として、岩宇４町村や後志管内で
住民説明会を開催することといたしました。 
この説明会では、原子力規制を独立して一元的に担う

原子力規制庁から、３号機に係る規制委の審査結果を説
明いただくほか、各地域の原子力防災体制の充実・強化
を担う内閣府原子力防災担当からは、泊地域の原子力防
災対策について、また、資源エネルギー庁からは、原子
力発電のエネルギー政策上の位置づけや必要性などに
ついて、それぞれ説明いただくとともに、北電からは、
泊発電所の概要や必要性などについて説明いただいた
上で、住民の皆様からご意見やご質問を受け付けたいと
考えております。 
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おります。 

質    問    要    旨 答    弁    要    旨 

無論、以前のように、北電がサクラなんぞを使った
らですね、これは北電が致命的なことになってしまい
ますから、さらに道としては、このことをきつく北電
に釘を刺しておいていただきたいというふうに思い
ます。 
道が行う説明会の詳しい内容について、お聞きいた

します。 
 

 

（二）‐再 説明会が北電と政府という推進側が
主体 

となるという意義 
（高橋委員） 
 ですから、一方的なお話をお聞きしなければならな
いと言うことですね。先ほどもお話ししましたけれど
も、ラピダスとかデータセンターが来るから電気需要
量が上がる、増大するということですけれども、先般、
私、北電ネットワークの方にお聞きしましたけれど
も、23 年から 27 年まで、収入の計算、計画があると
いう中で、これから以降 27 年まではその使用量が下
がっていくということです。電気の需要が伸びるとい
うわけでは必ずしもないというお話をお聞きしたと
ころであります。ですから、そういう話もあるという
ことを住民の方が聞かないと、一方的に増えていくと
言うことだけを聞いても、一方通行の話を聞いても何
にもならない、正常な判断ができないということにな
るというふうに思っています。 
それと、アンケートのことについて、お聞きをした

いと思いますけれども、先ほど、アンケートはこうい
うふうにやった方が良いんじゃないかと、それが道主
催の説明会のあり方ではないかというふうにお聞き
しましたけれども、アンケートについてはどのように
お考えですか。 

 

 
 
（資源エネルギー局長） 
 アンケートについてでございますが、道では、泊発電
所の安全対策や防災対策などのほか、原子力発電のエネ
ルギー政策上の位置づけや必要性、安全性などについ
て、国や北電から説明をいただいた上で、住民の皆様か
ら賛否だけにとどまらない多様な意見やご質問を伺い
たいと考えており、アンケートの実施については、予定
はしておりません。 

（二）‐再々 説明会が北電と政府という推進側
が主 

体となるという意義 
（高橋委員） 
 その場で質問できる人、できない人がいるわけです
よね。そして、会場に集まった方全ての方から意見を
お聞きするんですか。時間の制限なしでやっていただ
けるんですか。住民の声を聞く、道民の声を聞くとい
うことはそういうことでしょ。しかし、それがなかな
か制約があるとすれば、アンケートを配ってですね、
皆さんの意見を回収をする、そのことが必要ではない
かというふうに思っているんですが、この住民説明会
の目的のところで、皆さんは触れませんけれど、なぜ
これが必要なのかというと、住民の方々がこの再稼働
についてどういう課題をもっているのか、またどうい
う不安を思っているのか、そのことをきちっと掌握を
する、そのために行政主体の説明会があるというふう
に思っているのですが、そのことについてはどうでし
ょう。 
 

 
 
（資源エネルギー局長） 
説明会についてでございますが、道といたしまして

は、説明会でいただいた皆様からのご意見やご質問と、
それに対する国などの回答を整理し、開催結果として取
りまとめ、本委員会で報告をさせていただきますととも
に、広く道民の皆様にも周知する必要があると考えてお
りますことから、道のホームページにも掲載する考えで
あります。 
なお、道では、現在ホームページにおきまして、今回

の理解要請に関する情報などを随時、掲載いたしますと
ともに、インターネットによりご意見を伺う問い合わせ
フォームを準備しているところであります。 
 

（高橋委員） 
 それは、ネット環境があってそれに対応できる方
ですね。災害弱者と言われる、たとえば高齢の方々
については、ネット環境に置かれてはいないし、さ
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らにはそれを開いて見るなんていうこともできない
はずですね。従って、そういう方々は住民説明会に
行ってお聞きをしたい、どういうことなのだろうか
な、その不安を解消してあげる、そしてそこから出
された課題を抽出していく、それが行政の行う住民
説明会ではないですか。 

質    問    要    旨 答    弁    要    旨 

単純にＩＴに依存していくということであっては
いけないというふうに思いますけれども、これはずっ
とこの間、アリバイ作りみたく、ネットでやっている
から良いんじゃないかというふうに、道の方はお答え
していますけれども、そうじゃないんですね。きめ細
かな説明というふうに皆さん言っていたじゃないで
すか。そうすべきだというふうに思っています。それ
も考えずに、住民説明会を行うということ自体が少し
安易ではないかというふうに思っていますので、是非
まだ内容について検討を進めているのであれば、９月
20 日からですから、是非、そのことも検討していただ
いて、よりきめの細かな説明、そして多くの道民の意
見を聞ける、そういう行政が主体の住民説明会にして
いただきたいということを要望しておきたいと思っ
ています。 
 

 

(三)ＵＰＺ圏内だけでは無く広範に説明会を行うべき
  

（高橋委員） 
さて、道が行う説明会はですね、地元においては北

電よりも多いＵＰＺ圏内、後志総合振興局管内も対象
としておりますけれども、各振興局は、その経済圏・
生活圏・行政施行上、非常に繋がりがある地域が共同
で発展していくために区分けされた地域区分だとい
うふうに思っています。当然、災害があれば地域とし
ての協力体制が構築され、相互に連携することも含め
て存在するものだと思っております。 
また、先日の委員会では全道６圏域での説明会を検

討しているとのことでしたが、検討というスタイルで
は道民の理解は得られない、実施するということでな
ければならないでしょう。知事もですね、道民の声を
聞きたいと話していましたので、全道で行うのは欠か
せない手続きだというふうに思うわけでございます。 
新聞では、知事周辺から道として立地４町村から広

げるメリットはない。範囲を拡大すれば、道の責任で
難しい意見集約を求められるという声が出ていると
報道されていましたけれども、これが道庁の空気なの
でしょうか。住民説明会は６圏域だけではなく、14 振
興局全てで開催すべきであります。開催されない振興
局の住民は、道からあなたたちは関係がないというふ
うに言われたようなものでございます。 
６圏域で開催を検討するとのことですけれども、そ

の検討結果についてもお聞きをいたします。併せてで
すね、６圏域の開催場所についてお聞きします。また、
検討にあたっては是非 14 圏域としてやっていただき
たいのですが、今回 14 圏域にしなかった理由につい
てお聞きします。 
 

 
（エネルギー政策担当課長） 
説明会の開催地についてでありますが、道では、今月

20 日から、立地自治体である泊村をはじめ、共和町、
岩内町、神恵内村、さらにはＵＰＺを含む後志管内での
説明会を開催することとしたところでございます。 
また、先行県では、一部を除き立地自治体及びＵＰＺ

圏内の自治体で説明会を開催していますが、道として
は、道民の皆様への説明について、より丁寧に対応する
必要があると考えており、全道６圏域で住民説明会の開
催について、引き続き、検討を進めてまいります。 
なお、会場に来ていただくことが難しい方もいらっし

ゃることから、後志管内の一部の会場の説明について、
インターネットの動画サイトでのライブ配信やアーカ
イブ配信を行い、広く道民の方々にご覧いただくことが
できるよう準備を進めているところでございます。 
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（三）‐再 ＵＰＺ圏内だけでは無く広範に説明
会を 

行うべき 
（高橋委員） 
インターネット中継するからそれでよしとするの

であれば、後志管内１箇所やっただけでオーケーです
よ。皆インターネット見てと言えばいいんですよ。 
しかし６圏域にしたのでしょ、６圏域にした理由があ
るのでしょ、後志管内は別にして 13 圏域のうち６圏
域、残された７圏域の方々はどういうふうに思うので
しょうかね。皆、道民ですよ。皆、関係があるのです
よ。多くの道民は北電から電気を購入しているので
す。そして、値上げの負担もしている。皆、影響があ
るのですね。その方々をないがしろにするというわけ
ではないのでしょうけれど、何故、区別してしまうの 

 
 
（エネルギー政策担当課長） 
説明会の開催地についてでございますが、先行県で

は、一部を除き、立地自治体及びＵＰＺ圏内での自治体
で、説明会を開催しておりますが、道としましては、道
民の皆様への説明について、より丁寧に対応する必要が
あると考えており、全道６圏域で住民説明会の開催につ
いて、引き続き検討を進めてまいります。 
 

質    問    要    旨 答    弁    要    旨 

ですか。その区別の理由を教えてください。何で６圏
域にしたのか、14 圏域にすべきじゃないですか。そう
思ってないのですね、今は。 
 

 
 
 
 

（三）‐再々 ＵＰＺ圏内だけでは無く広範に説
明会 

を行うべき 
（高橋委員） 
６圏域にした理由を聞いているのですよ。先行県と

今、お話ししましたよね。先行県と北海道はどう違う
のですか。同じなのですか、全く。北海道は一番小さ
い香川県から比べて 22 県分の広さを持っているので
す。同じなのですか、先行県と。そういう判断ですか。
まず６圏域にしたという理由を言ってくださいと言
っているのですよ、さっきから。何も答えていないで
すよ、今。 
 

 
 
（エネルギー政策担当課長） 
説明会の開催地についてでありますが、先行県では、

一部を除き、立地自治体及びＵＰＺ圏内での自治体での
み、説明会を開催しておりますが、広域自治体である道
といたしましては、道民の皆様への説明について、より
丁寧に対応する必要があると考えており、インターネッ
トの動画サイトでのライブ配信やアーカイブ配信など
も含めまして、広く道民の皆様にご覧いただくことがで
きるよう準備を進めるとともに、全道６圏域で住民説明
会の開催について、引き続き検討を進めてまいります。 
 

【指摘】 
（高橋委員） 
言っていること、自分で言っていて矛盾に感じませ

んか。丁寧な説明をしていく、しかし６圏域に絞りま
した。14 振興局あるのですよ、総合振興局だけにした
のですか、何なのですか。きめ細かく説明というのは、
それは口だけの話か。知事に６圏域と言ったから、知
事がそれで良いと言ったから、今更そんなことは広げ
ることはできないということですか、それでは議論に
ならんでしょ、違いますか。 
知事の思いを汲むのであれば 14 圏域ではないです

か、スクラムトークとは何をやっているのですか、な
おみちカフェは何をやっているのですか、現場に行っ
て思いを聞くのでしょう、それは知事の政治スタンス
でしょう。そのことの意を汲んでですね、皆さん達は
きちんと検討する素材を作っていかなくてはならな
いのではないのですか。 
まだ 20 日からでしょう、始まるの。今、始まるの

はですね、後志管内でですよ、ですからまだ時間があ
るのですから、ちゃんときちんと検討とするべきでは
ないですか。 
これは宿題として預けておきますよ、まだ今月もあ

りますからね、質問する機会は。 
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（四）住民説明会の結果、道がまとめる報告 
（高橋委員） 
道が主催する全ての住民説明会が終了した後の取

りまとめについてお聞きします。この取りまとめは、
どのように行うのでしょうか。当然、知事には詳細に
説明するはずですけれども。なにせ、知事はですね、
自分は細かいというふうに職員から言われていると
いう方でございますから、事細かに、報告を受けなけ
れば納得をしないだろうというふうに思っています
けれども、会場で出された意見や質問はどのようなも
のだったのか、また、それに対して、誰がどのように
答弁をしたのか。皆さんが拠り所にしている先行県の
事例を参考にしながらということと合わせれば、新潟
県の会場ではですね、条件付き賛成を含めて６割が再
稼働賛成と答えました。しかし、花角知事はですね、
賛否の傾向を探ったわけではないということで、条件
付きの賛成の方が、何故、悩み、何が不安なのか、こ
れを探るために調査をした、そして説明会を開いたと
いうふうに言っている。 
原発に事故がないとは規制委も事業者も言ってな

いのですよ。 

 
（エネルギー政策担当課長） 
説明会の開催結果についてでありますが、道が主催す

る説明会では、泊発電所の安全対策や防災対策などのほ
か、原子力発電のエネルギー政策上の位置づけや必要
性、安全性などについて、国や北電から、説明を行い、
住民の皆様から意見や質問を受け付けたいと考えてお
ります。 
道といたしましては、説明会でいただいた皆様からの

ご意見やご質問と、それに対する国などの回答を整理
し、開催結果として取りまとめ、本委員会で報告すると
ともに、広く道民の皆様にも周知する必要があると考え
ていることから、道のホームページにも掲載する考えで
ございます。 
 

質    問    要    旨 答    弁    要    旨 

新潟県民と同様に、道民も重大事故の際にはです
ね、住民の安全を完全に確保できるのか、豪雪時に避
難道路の除雪、バス輸送を担う業者が被爆の不安をど
う考えるのか、設備に義務づけられたテロ対策設備は
どういうふうになっているのか、これらの問題が解決
してからでなければですね、理解は難しいのではない
かというふうに思いますけれども。 
道がまとめる報告書にはですね、道民が不安に思って

いる課題が盛り込まれ、それに対する道の対応策は含ま
れるのかお聞きしたいと思います。 

 

 

（高橋委員） 
 この再稼働について、知事がオーダーを出した段階
で道も責任を負うことになる。先ほど言ったように原
発の安全性、必要性は、それはオンサイトの問題。皆
さんはオフサイトの担当なのです。住民の皆さんがど
のように避難をしていくのか。そのことに最大の責任
を皆さんは負うわけです。完全に安全であれば反対し
ません。原発の運転が安全であって、最終処分場も安
全であるのであれば、私はそんな反対なんかしないで
す。しかし、心配なのです。だって安全でないと言っ
ているのですから。規制委も。そして、事業者もそう
いうふうに言っているのですから。だとすれば、オン
サイトの中のものは北電で責任をとってください。国
で責任をとってください。しかし、オフサイトのとこ
ろは、皆さん避難計画を作っているではないですか。
その責任があるのですよ。だから、色々出された課題
や不安について、皆さんはきちっと受け止めてその解
決策、対応策をきちんと報告書に載せなければならな
いのではないですか。違いますか。それが住民の不安
を取り除くことだというふうに思っておりますので、
先ほどから言っておりますけれども、是非 20 日から
ですから。まだ 12 日間あるわけですよね。ですから、
そのことも十分考慮していただきたいというふうに
思いますよ。申し訳ないですけれども、先ほども言っ
たようにこれから本会議も始まっていって、代表質
問、一般質問、予算特別委員会があって、その後には
決算特別委員会がありますよ。ずっとこの問題やって
いなければならないのかい。単純に判断をすればいい
だけの話でしょ。きめ細かな対応をしていくというこ
とで。 
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（五）道が判断する再稼働の安全基準とは 
（高橋委員） 
どうぞこの住民説明会が道民にとって、道主催の住

民説明会はきめ細かい対応をしていただいたという
評価を受けるようにしてください。 
これは住民にとって重大な決断を要することであ

ります。その知事の判断材料になるのであります。 
道民は道民の、事業者は事業者の、安全に対する考

え方には違いがあるかもしれませんけれども、同じよ
うに、560 万人の道民生活を担っている道そして知事
もまた、安全についての自分なりの定義というものを
お持ちだと思っています。 
道としての再稼働における安全基準をどのように

お持ちなのかということを、お聞きをさせていただき
ましたけれども、先ほどのお答えでは、より高い安全
レベルを目指してくということを言っておりますけ
れども、少なくとも今回の規制委の中では新知見を取
り入れなかったわけです。前にもお話ししましたけれ
ども、北大の先生が F1 活断層について、査読付きの
論文を出しました。査読付きの論文ですね。これ新知
見、 

 
（質問なし） 
 
 
 

質    問    要    旨 答    弁    要    旨 

学会に出すときに言われているのです。これに対し
て、何のコメントもしていない。皆さんはこの新知見
について、どういうふうに考えているのですか。この
新知見についての説明を今度の住民説明会でされる
のですか。きめ細かいということはそういうことでし
ょう。ですから、きちっと納得するように説明をして
いただく住民説明会にしていただきたいというふう
に思うのですね。今日はこのくらいでやめておきます
けれども、そういうことはきちっと受け止めていただ
きたいというふうに思うわけでございます。 
 

 

（六）関西電力・中国電力は自社原発敷地内に「中
間貯蔵施設」を建設するようだが北電は 

（高橋委員） 
青森県の中間貯蔵施設は、東電と原電以外には使用

済み核燃料は受け入れません。当然、北電の使用済み
核燃料は受け入れてくれないということになるわけ
でございます。 
既に使用済み核燃料冷却用プールが満杯に近い関

西電力と中部電力は、自社原発敷地内に乾式中間貯蔵
施設を建設する考え方を示しました。今後は、住民や
地元の理解が得られるかというハードルが残るとい
うふうに思います。 
泊原発の場合、冷却用プールは１号炉、２号炉での

容量は６年未満、３号炉で 12 年ほどとなっておりま
す。北電の齋藤社長は、１号炉、２号炉の再稼働も申
請すると発表をいたしました。 
容量に余裕がある３号炉のプールも１、２号炉と併

用になるとすれば、その寿命は当然短くなるわけでご

 
 
（エネルギー政策担当課長） 
使用済燃料の保管についてでありますが、関西電力

は、使用済燃料の中間貯蔵施設への搬出までの間、安全
性の高い方式で保管する乾式貯蔵施設の設置を計画し
ていると承知をしております。 
北電によれば、泊発電所の使用済燃料貯蔵対策として

は、３号機の使用済燃料ピットを１、２号機と共用化し、
１、２号機の使用済燃料を３号機の貯蔵施設においても
保管可能とすることにより、仮に使用済燃料の六ヶ所再
処理工場への搬出が計画どおりにできない場合でも、15
年程度の貯蔵スペースを確保していることから、関西電
力が設置を計画している乾式貯蔵施設と同様の施設に
ついては、現時点において、具体的な計画はないとのこ
とでございます。 
なお、北電としては、将来の対策方針として、泊発電

所の使用済燃料ピットの貯蔵状況の推移などを見極め
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（六）関西電力・中国電力は自社原発敷地内に「中
間貯蔵施設」を建設するようだが北電は 

（高橋委員） 
青森県の中間貯蔵施設は、東電と原電以外には使用

済み核燃料は受け入れません。当然、北電の使用済み
核燃料は受け入れてくれないということになるわけ
でございます。 
既に使用済み核燃料冷却用プールが満杯に近い関

西電力と中部電力は、自社原発敷地内に乾式中間貯蔵
施設を建設する考え方を示しました。今後は、住民や
地元の理解が得られるかというハードルが残るとい
うふうに思います。 
泊原発の場合、冷却用プールは１号炉、２号炉での

容量は６年未満、３号炉で 12 年ほどとなっておりま
す。北電の齋藤社長は、１号炉、２号炉の再稼働も申
請すると発表をいたしました。 
容量に余裕がある３号炉のプールも１、２号炉と併

用になるとすれば、その寿命は当然短くなるわけでご
ざいます。中間貯蔵施設はその建設に数年かかると言
われております。最終処分場の建設期間は調査から 30
年間とも言われています。この先どうなるかの見当も
今のところは全く付いておりません。 
当然、再稼働を行おうとしている北電は、使用済み

核燃料の処理方法への考え方も示さなければならな
いというふうに思っております。道は、このことにつ
いてどのようにお考えでしょうか。 
 

 
 
（エネルギー政策担当課長） 
使用済燃料の保管についてでありますが、関西電力

は、使用済燃料の中間貯蔵施設への搬出までの間、安全
性の高い方式で保管する乾式貯蔵施設の設置を計画し
ていると承知をしております。 
北電によれば、泊発電所の使用済燃料貯蔵対策として

は、３号機の使用済燃料ピットを１、２号機と共用化し、
１、２号機の使用済燃料を３号機の貯蔵施設においても
保管可能とすることにより、仮に使用済燃料の六ヶ所再
処理工場への搬出が計画どおりにできない場合でも、15
年程度の貯蔵スペースを確保していることから、関西電
力が設置を計画している乾式貯蔵施設と同様の施設に
ついては、現時点において、具体的な計画はないとのこ
とでございます。 
なお、北電としては、将来の対策方針として、泊発電

所の使用済燃料ピットの貯蔵状況の推移などを見極め
ながら、乾式貯蔵施設の設置を含め、泊発電所として取
りうる種々の貯蔵方策について検討していくとしてい
るところでございます。  
 
 
 

（高橋委員） 
 いずれにしても、乾式貯蔵施設、これを検討してい
くようなことも考えていかなければならないという
ことでございますけれども、そうなってくると３号炉
の再稼働、１、２号炉の再稼働、そして最終処分場の
問題。そして、今度は乾式貯蔵施設の問題というふう
に大きくさらに課題は広がっていくわけですね。その
課題が広がっていくことを十分北電は理解して住民
説明会をしていただきたいし、無論そのことに関わっ
て道は住民説明会にきちっとそのことも加えて皆さ
んにお知らせをお願いしたいというふうに思ってい
るわけでございます。これ 27 年というふうに北電は
３号炉の再稼働を言っているわけですから、まだ時間
的に余裕があります。判断するにしてもある。そして、
地裁でも差し止め請求があって、地裁段階では、原告
の主張が通っております。今、高裁で口頭弁論を行っ
ておりますけれども、いずれにしても高裁で判決が出
て、例えば地裁に差し戻しがかかる以外はまた両方と
も最高裁の方に行くかも、最高裁の方に上告するかも
しれません。まだまだこの問題の差し止めの問題につ
いては、時間がかかってくると思います。そして一方
では、この地裁で条件として出たのが防潮堤、これが
現在のやつではだめだということで今新しく作って
います。この完成が 27 年です。ですから 27 年が過ぎ 

 
 
 
 

質    問    要    旨 答    弁    要    旨 

ないと、27 年で防潮堤ができないと３号炉の再稼働が
できないのです。ですからまだ時間がある。ゆっくり、
慎重に、そして詳細に対応していくということが必要
だろうというふうに思っております。 
 

 

（七）政府が原発地域振興負担金の対象地域を拡
大した理由 

（高橋委員） 
政府は、「原子力発電施設等立地地域の振興に関す

る特別措置法」によりまして、財政負担の対象を現行
の半径 10ｋｍ圏内から 30ｋｍ圏内、すなわちＵＰＺ
圏内に拡大する方針を決定をいたしました。 
これにより道路・港湾・漁港・消防・教育等のです

ね、「特定事業」の補助率が 50％から 55％になりま
す。そして、地方債の「特別措置」も利用すればです

 
 
（資源エネルギー課長） 
原発特措法の対象地域についてでございますが、国で

は８月 29 日に開催された原子力関係閣僚会議におきま
して、原発等が立地する地域の地元の実情や要望を踏ま
えた地域振興・防災対策に取り組んでいくため、「原子
力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法」の対
象地域を拡大することにより、インフラ整備支援を拡充
するために今回の方針を決定したものと承知してござ
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（高橋委員） 
結局、国もですね、10ｋｍ圏内だけでは十分ではな

い、皆がですね、つながりがあるんだ、避難するにし
てもですね、インフラの整備もしていかなければなら
ない、そのためにですね、道路を新しく作る、その費
用もちゃんときちっと考えていかなくてはならない、
結果 10ｋｍ圏内ではなくて、30ｋｍ圏内、ＵＰＺ圏内
に広げたということでありますね。ですから、それが
ですね、大きく影響があると、この何か事故があった
らですね影響があるということなんだろうというふ
うに思っているところでございます。 
 

 

（八）申請の場合の振興計画提出のスケジュール
は 
（高橋委員） 
さて、知事がですね、特措法の対象となる地域の申

請を、これを、行うわけでございますけども、指定が
決定された場合、知事はその地域のですね、「振興計
画案」を総理大臣に提出する事になります。その振興
計画案提出のスケジュール感についてお聞きします。 
 

 
（資源エネルギー課長） 
振興計画についてでございますが、原発特措法に係る

見直し内容の詳細や関係通達の改正時期は示されてお
らず、また、現時点でスケジュールも示されておりませ
ん。 
 なお、平成 13 年４月の原発特措法の施行後、道から
申し出た立地地域の指定は平成 15 年４月に、振興計画
は平成 16 年３月に決定されてございます。 
 道といたしましては、今後の国の関係通達の改正にあ
わせて、対象となる自治体のご希望を聞きながら新たな
地域の指定や振興計画の変更に向け調整してまいりま
す。 
 

（九）電源立地交付金対象地域の決定、北海道の
場合はどのように決定したか 

（高橋委員） 
全国では「電源立地交付金」の対象地域を、原発立

地自治体のみとしている県もあります。北海道の場
合、４町村が対象となっています。これはどのような
考え方から決定されたのでしょうか。  

 
 
（資源エネルギー課長） 
交付対象地域についてでございますが、電源立地地域

対策交付金には、電力移出県等交付金相当部分や、原子
力発電施設等周辺地域交付金相当部分、原子力発電施設
等立地地域長期発展対策交付金相当部分など、様々な種
類がございまして、交付金の種類によって、交付の対象
となる地域は、発電用施設等の所在する都道府県や所在
市町村、自然条件等により必要と認められる隣接市町村
・隣々接市町村など、それぞれ異なりまして、交付規則
などに基づいて定められてございます。 

  

質    問    要    旨 答    弁    要    旨 

（十）特措法による指定地域と三法交付金の指定
地域 
の関連 

（高橋委員） 
４町村にしたというのはなぜかということなんで

すね。他のところでは原発立地自治体のみというとこ
ろもあるわけですね。４町村にしたというのであれば
４町村にしたという理由があるのでしょうね。隣接町
村、さらに隣々接もあるということですね。なぜ北海
道は１箇所だけ隣接なんですかね。他にも隣接のとこ
ろがある。なぜその理由がはっきりしないんでしょう
かね。わからないですよ、これ。これは、影響がある
ということなんですね、多分、その背後にあるのは。
だとすればですね、それは先ほどのですね、措置法と
同じようにですね、この電源三法による立地交付金の
やつもですね、当然のことながら、当てはめていくべ
きではないですか。これは先般の委員会で、そのよう
にですね、立地自治体、知事会で申し入れをしている
ということでございますけれども、これはですね、他
県バラバラであるにしてもですね、ぜひそのことはで
すね、さらに強くですね、やっていただきたい。結果
的にはですね、私は先ほどの措置法と同じようにです

 
 
（資源エネルギー課長） 
国の支援対象となる地域についてでございますが、電

源三法交付金は、それぞれの支援の内容に応じて、その
対象となる地域が法令や規則に基づき定められること
となりますが、道では、構成員である原子力発電関係団
体協議会を通じまして、平成 24 年度から原子力災害対
策が必要な区域が 30 キロ圏まで拡大されていることを
踏まえ、電源三法交付金等の対象地域を当該区域まで拡
大するなど、必要な見直しを図るよう要望しているとこ
ろでございます。 
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（十）特措法による指定地域と三法交付金の指定
地域 
の関連 

（高橋委員） 
４町村にしたというのはなぜかということなんで

すね。他のところでは原発立地自治体のみというとこ
ろもあるわけですね。４町村にしたというのであれば
４町村にしたという理由があるのでしょうね。隣接町
村、さらに隣々接もあるということですね。なぜ北海
道は１箇所だけ隣接なんですかね。他にも隣接のとこ
ろがある。なぜその理由がはっきりしないんでしょう
かね。わからないですよ、これ。これは、影響がある
ということなんですね、多分、その背後にあるのは。
だとすればですね、それは先ほどのですね、措置法と
同じようにですね、この電源三法による立地交付金の
やつもですね、当然のことながら、当てはめていくべ
きではないですか。これは先般の委員会で、そのよう
にですね、立地自治体、知事会で申し入れをしている
ということでございますけれども、これはですね、他
県バラバラであるにしてもですね、ぜひそのことはで
すね、さらに強くですね、やっていただきたい。結果
的にはですね、私は先ほどの措置法と同じようにです
ね、これはＵＰＺ圏内、30km 圏内まで拡大するべきだ
というふうに思いますがいかがでしょうか。 
 

 
 
（資源エネルギー課長） 
国の支援対象となる地域についてでございますが、電

源三法交付金は、それぞれの支援の内容に応じて、その
対象となる地域が法令や規則に基づき定められること
となりますが、道では、構成員である原子力発電関係団
体協議会を通じまして、平成 24 年度から原子力災害対
策が必要な区域が 30 キロ圏まで拡大されていることを
踏まえ、電源三法交付金等の対象地域を当該区域まで拡
大するなど、必要な見直しを図るよう要望しているとこ
ろでございます。 

（十）‐再 特措法による指定地域と三法交付金
の指定地域の関連 

（高橋委員） 
特措法について、30km 圏内まで拡大するように道の

方からも知事会通じて要請をしている。それは、とり
もなおさず 30km 圏内は、原発の影響が非常に大きい
ということですよね。ですよね。だからこそ言ってい
るわけだと思います。 
そうだとすれば、原発の同意も 30km 圏内すべてに

するべきではないですか。辻褄がそこで合っていくで
しょう。なぜ、措置法は拡大されていって、そして一
方では、交付金の地域の拡大も皆さんは申し入れして
いて、そして原発の同意だけは、最小限にしているの
ですか。おかしいと思わない。辻褄合わないでしょう。 
本来であれば、そういうふうにもって 30km 圏内ま

で同意の対象にすべきでしょう。これ、知事が出来る
のですよ。知事が決められるのです。そう、なんでし
ないのですか。この矛盾をどういうふうに整理をして
いくのですか。 
 

 
 
（資源エネルギー局長） 
地元同意の範囲についてでございますが、再稼働に関

する地元同意の範囲につきましては、様々なご意見があ
ると承知しており、道といたしましては、先行県では、
県および立地自治体のみ理解要請が行われてきた中で、
今回、国として 50 年以上に渡って岩宇４町村一体で活
動が行われてきたといった歴史的な経緯など様々な経
緯を踏まえた上で判断されたものと受け止めておりま
す。 

（十）‐再々 特措法による指定地域と三法交付
金の 

指定地域の関連 
（高橋委員） 
 おかしいでしょう。だから。４町村にしたって、歴
史的経過がある。しかし、国は 30km 圏内までに今度は
したのですよ。 
そして、皆さんたちも 30km 圏内まで交付金を求めて

いるのですよ。そして、それはこの同意のやつについ
ての実際の範囲を拡大することは、これ知事ができる
のですよ。なんでその矛盾がいっぱいこの中にあるの
ですか。言っていることに無理があると思いますよ。
すっきりさせたら、いいじゃないですか。皆さん自分
で話をしておかしいなというふうに思わないんです
か。普通の感覚ではおかしいということになるんです
よ。金はくれ、しかし判断に関わるものについては、
最小限にさせてくれ。こんなことはあるんですか。お
かしいと思わないですか。部長どうなんですかこれ、
今までのやりとり聞いてて、どう思われます。 

 
 
（経済部長） 
対象地域のご質問でございますが、まずは原発特措法の

対象地域につきましては、国において原発等が立地する地
域の実情や要望を踏まえた地域振興、防災対策に取り組む
ために対象地域を拡大するといった方針を決定したものと
考えております。 
原発再稼働に係る地元同意の範囲についてでございま

すが、さまざまなご意見があると承知をしておりますが、道と
いたしましては、関係自治体の範囲も含め具体的な手続き
については国が明確にすべきと考えているところでございま
す。 
こうした中、国においては岩宇４ヶ町村の歴史的な背景な

どを踏まえ４ヶ町村に理解要請を行ったものと承知をしてお
ります。 

質    問    要    旨 答    弁    要    旨 
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（高橋委員） 
 これ知事が全て責任あるんですよね。決めるのは知
事ですから、知事が決められるんですから、国じゃな
いですよ。知事が決められる。従って先ほどの交付金
の話も含めて知事が国の方に申し入れをしている。こ
れは立地県のいろいろな方々と一緒になってやって
いっている。そして 30km 圏内は措置法の対象になっ
ていっている。だとすれば、素直に考えれば、同意を
得るのも 30km 圏内ということになるんですよね。そ
うでなければおかしいんです。この矛盾を抱えながら
この課題に対応していくことに、道の方が無理がある
と思いませんか。先ほども言いましたけれども、オン
サイトの場合は良いです。北電の責任で良いです。国
の責任で良いですよ。オフサイトの責任は、皆さん達
が取るんですよ。道民の皆さんの避難の問題、安全の
問題。   
そういうふうに考えていったときに、先ほど言った

ような矛盾のない考え方、これから進めていっていた
だきたいというふうに思います。まだまだこれは続き
ますからね、さっき言ったように 27 年まであります
からね、終わります。 

 

 
 
 

 


